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宅
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護
を
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関
を
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と
お
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律
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十
四
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五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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四
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に
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用
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る
同
法
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十
条
の
二
の
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定
に
よ
り
、
次
の
と
お
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介
護
機
関
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居
宅
介
護
事
業
所
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び
所
在
地
を
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更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
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す
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十
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の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。
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成
十
七
年
十
一
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更
前

な
が
わ

変
更
後

〃

〃

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

ハ
ピ
ネ
ス
な

が
わ

〃

〃



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
六
号

平
成
十
八
年
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規

則

(

昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号)
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

平
成
十
八
年
二
月
十
四
日

(

火)

２

場
所

青
森
市
大
字
横
内
字
神
田
一
二

青
森
中
央
学
院
大
学

二

受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日(

月)

か
ら
同
月
九
日(

金)

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
、

十
二
月
九
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇－

八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
療
対
策
・
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
県
内
各
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
保
健
部
及
び
青
森
県
健
康
福
祉
部
医

療
薬
務
課
医
療
対
策
・
指
導
グ
ル
ー
プ
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
療
対
策
・
指
導
グ
ル
ー
プ

(

電
話
〇
一
七－

七
三
四－

九
二
八
七)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
七
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
青
森
港
湾
事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

一
級
水
準
測
量)

三

測
量
の
期
間

平
成
十
七
年
五
月
二
十
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市
青
森
港
港
内

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

黒
石
市
大
字
東

野
添
字
長
坂
道

北
一
五
二
の
一

変
更
後

有
限
会
社
友

情

黒
石
市
大
字
上

町
二
五
の
二

ケ
ア
プ
ラ
ン

｢

ゆ
う
じ
ょ
う｣

黒
石
市
八
甲
六

〇
の
四

平
成

��･

�･

�



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
九
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

を
削
る
。

｣

公

告

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十

七
年
十
月
二
十
四
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
の
認
可

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
尾
駮

レ
イ
ク
タ
ウ
ン
北
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
氏
名

(

名
称)

及
び
住
所

青 森 県 報平成17年11月２日 水曜日 第2549号5

大
戸
瀬
漁
業
協
同
組
合

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ

沢

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

青
森
県
第

三
四
六
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有
機

五
・
五－

一
・
〇

窒
素
全
量五
・
五

り
ん
酸
全
量
一
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

コ
ー
プ
ケ
ミ
カ
ル
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
一

番
町
二
三
の
三

氏

名

(
名

称)

住

所

２ １ 図
面
番
号

国

道

県

道

道
路
の

種

類

三
三
八
号

弘
前
岳
鰺
ケ

沢
線 路

線
名

む
つ
市
脇
野
沢
小
沢
五
九
か
ら

む
つ
市
川
内
町
蛎
崎
半
右
エ
門
沢
二
一
の
一
四
九
ま
で

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
八
幡
字
須
崎
一
一
の
一
一
か
ら

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
宮
地
字
川
添
無
番
ま
で

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
八
幡
字
須
崎
一
一
の
一
一
か
ら

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
宮
地
字
川
添
無
番
ま
で

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
八
幡
字
須
崎
一
一
の
一
七
か
ら

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
宮
地
字
川
添
一
一
二
の
五
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

八
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

八
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
三
一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
三
一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
一
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

二

事
業
施
行
期
間

平
成
十
七
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
の
一
部

四

事
業
の
名
称

尾
駮
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
北
土
地
区
画
整
理
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
四
七
五

六
ケ
所
村
役
場
内

六

施
行
認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
六
日

七

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

八

公
告
の
方
法

事
務
所
に
掲
示

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
五
号

平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
廃
止
し
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一

日
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
作
成
し
た
の
で
、
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三

十
六
年
十
二
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則
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六
ケ
所
村
長

古
川

健
治

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
四
七
五

公
印
の
名
称
及
び
印
影

公
印
の
名
称
及
び
印
影

青
森
県
立
北
斗

高
等
学
校
長
印

青
森
県
立
北
斗

高
等
学
校
長
印


